
件
名株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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○ 
 

 
 

 

告
示
第 

 
 

号 
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
株
式
会
社
商

工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工

組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年 
 

 
 

 

告
示
第
一
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
八
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

伊
藤 

 

豊 

財
務
大
臣 

片
山
さ
つ
き 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

金 

融 

庁 

財 

務 

省 
経
済
産
業
省 

金 

融 

庁 

財 

務 

省 

経
済
産
業
省 



 

- 2 - 

（
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
） 

第
一
条 
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。 

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
） 

第
一
条 

［
同
上
］ 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

三
の
二 

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
同
法
第
六
十
二
条
の
八

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み
な
さ
れ
る
発
行
者

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
い
う
。
） 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

［
四
～
二
十
二 

略
］ 

［
四
～
二
十
二 

同
上
］ 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

二
の
二 

前
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
者
の
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
（
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
関
連
業

務
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
の
管
理
に
係
る
業
務
を
除
く

。
）
を
い
う
。
）
の
媒
介 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

［
三
～
七 

略
］ 
［
三
～
七 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営

の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の

経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
年 

 
 

 
 

告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

金 

融 

庁 

財 

務 

省 

経
済
産
業
省 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

 

第
十
条

 
［
略
］

 

２
 
［
略
］

 

３
 
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

［
一
・
二

 
略
］

 

三
 
資
金
清
算
機
関
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
資
金
清
算
機
関
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
う
ち
、
資
金
清
算
機
関
等
へ
の
預
託
金
又
は
担
保
の
差
入
れ
に
よ
り

生
ず
る
も
の

 

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

 

第
十
条

 
［
同
左
］

 

２
 
［
同
左
］

 

３
 
［
同
左
］

 

 

［
一
・
二

 
同
左
］

 

三
 
資
金
清
算
機
関
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
金
清
算
機
関
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
の
う
ち
、
資
金
清
算
機
関
等
へ
の
預
託
金
又
は
担
保
の
差
入
れ
に
よ
り

生
ず
る
も
の

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健

全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年 

 
 

 

告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

金 

融 

財 

務 

経
済
産 

 

庁 
 

省 

業
省 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

［
一
～
七
十
六 

略
］ 

七
十
七 

処
分
上
制
約
の
な
い
資
産 

連
結
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
に

計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
の
う
ち
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
又
は
ヘ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。 

［
イ
～
ホ 

略
］ 

ヘ 

中
央
銀
行
等
若
し
く
は
中
央
政
府
以
外
の
公
共
部
門
へ
の
預
け
金
又
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
担
保
と
し
て
用
い
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
差
し

入
れ
た
資
産
で
あ
っ
て
、
基
準
日
時
点
に
お
い
て
担
保
と
し
て
実
際
に
用

い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
（
担
保
と
し
て
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が

契
約
に
お
い
て
特
定
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫

又
は
連
結
子
法
人
等
が
担
保
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
み
な
す
任
意

の
資
産
で
そ
の
額
が
担
保
と
し
て
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
額
以
下
の

額
で
あ
る
も
の
）
で
あ
る
こ
と
。 

 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

 

⑶ 

中
央
清
算
機
関
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
一
条
第
六
号
の
二
に
規
定

す
る
中
央
清
算
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
資
金
清
算
機
関
（
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
資
金
清
算
機
関
を
い
う
。
第
十
五
条
第
九
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
振
替
機
関
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す

第
一
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
七
十
六 

同
上
］ 

 

七
十
七 

［
同
上
］ 

   
 

［
イ
～
ホ 

同
上
］ 

 
 

ヘ 

［
同
上
］ 

        
 

 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

 
 

 

⑶ 

中
央
清
算
機
関
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
一
条
第
六
号
の
二
に
規
定

す
る
中
央
清
算
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
資
金
清
算
機
関
（
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
金
清
算
機
関
を
い
う
。
第
十
五
条
第
九
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
振
替
機
関
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
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る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
振
替
機
関
を
い
う
。
同
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
専
ら
資
金

及
び
有
価
証
券
の
決
済
、
清
算
又
は
振
替
を
業
と
し
て
行
う
者 

七
十
八 
［
略
］ 

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
振
替
機
関
を
い
う
。
同
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
専
ら
資
金

及
び
有
価
証
券
の
決
済
、
清
算
又
は
振
替
を
業
と
し
て
行
う
者 

 

七
十
八 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


